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１. 第２棟の建屋の工事に係る確認事項について

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

遮へい機能

材料確認 コンクリートの乾燥単位容積質量を確認する。 2.1g/cm3以上であること。

寸法確認 遮へい部材の断面寸法を確認する。
遮へい部材の断面寸法が，実施
計画に記載されている寸法以上
であること。

構造強度

材料確認

構造体コンクリートの圧縮強度を確認する。

構造体コンクリートの強度が，実
施計画に記載されている設計基
準強度に対して，JASS 5Nの基

準を満足すること。

鉄筋の材質，強度，化学成分を確認する。 JIS G 3112 に適合すること。

寸法確認
構造体コンクリート部材の断面寸法を確認す
る。

構造体コンクリート部材の断面
寸法が，JASS 5Nの基準を満足

すること。

据付確認 鉄筋の径，間隔を確認する。
鉄筋の径，間隔が，JASS 5Nの

基準を満足すること。

（1）建屋
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２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(１/７)

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

遮へい機能

材料確認
実施計画に記載されている主な材料に
ついて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認 遮へい体の断面寸法を確認する。
実施計画に記載されている寸法以上であ
ること。

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料に
ついて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法を
確認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確
認する。

実施計画のとおり施工・据付されているこ
と。

（1）鉄セル

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料に
ついて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法を
確認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確
認する。

実施計画のとおり施工・据付されているこ
と。

（2）グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について
確認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

性能 運転性能確認
運転状態にて開口部（1/2開放状態）の

面速を確認する。
実施計画に記載されている面速以上で
あること。

（3）フード

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料に
ついて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法を
確認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について
確認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

性能 運転性能確認 運転状態にて風量を確認する。

実施計画に記載されている容量を満足
すること。

また，異音，異臭，振動等の異常がない
こと。

（4）セル・グローブボックス用排風機A，B

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(２/７)
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について
確認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

性能 運転性能確認 運転状態にて風量を確認する。

実施計画に記載されている容量を満足す
ること。

また，異音，異臭，振動等の異常がない
こと。

（5）フード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料
について確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法
を確認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について
確認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

性能 運転性能確認
排風機を運転し，定格容量での装置の
状態を確認する。

実施計画に記載されている容量にて著し
い漏えいがないこと。

（6）セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA，B，C，D

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(３/７)
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確
認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

性能 運転性能確認
排風機を運転し，定格容量での装置の
状態を確認する。

実施計画に記載されている容量にて著し
い漏えいがないこと。

（7）フード用排気フィルタユニット，管理区域用排気フィルタユニット

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料に
ついて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている外径・厚さを
確認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確
認する。

実施計画のとおり施工・据付されている
こと。

（8）主要排気管

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(４/７)
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料につい
て確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法を確認
する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確認
する。

実施計画のとおり施工・据付されて
いること。

耐圧・
漏えい確認

静水頭圧力で保持した後，同圧力に耐えて
いることを確認する。
耐圧試験終了後，耐圧部からの漏えいの有
無も確認する。

圧力に耐え，かつ構造物の変形等
がないこと。
また，耐圧部から著しい漏えいがな
いこと。

機能 警報確認
液位「高高」側の信号により警報が発生す
ることを確認する。

液位「高高」側の信号により警報が
発生すること。

（9）分析廃液受槽A，B

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確認
する。

実施計画のとおり施工・据付されて
いること。

性能 運転性能確認 ポンプの運転確認を行う。

実施計画に記載の容量を満足するこ
と。
また，異音，異臭，振動等の異常が
ないこと。

（10）分析廃液移送ポンプ，分析廃液回収ポンプ，設備管理廃液移送ポンプ，設備管理廃液回収ポンプ

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(５/７)
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料につい
て確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている主要寸法を確認
する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確認
する。

実施計画のとおり施工・据付されて
いること。

耐圧・
漏えい確認

静水頭圧力で保持した後，同圧力に耐えて
いることを確認する。
耐圧試験終了後，耐圧部からの漏えいの有
無も確認する。

圧力に耐え，かつ構造物の変形等
がないこと。
また，耐圧部から著しい漏えいがな
いこと。

機能 警報確認
液位「高高」側の信号により警報が発生す
ることを確認する。

液位「高高」側の信号により警報が
発生すること。

（11）設備管理廃液受槽A，B

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(６/７)

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
装置の据付位置，据付状態について確認
する。

実施計画のとおり施工・据付されて
いること。

機能 漏えい警報確認
漏えい信号により警報が作動することを確
認する。

警報が作動すること。

（12）漏えい検出装置及び警報装置
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確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

寸法確認 主要寸法について記録を確認する。 寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

（13）液体廃棄物一時貯留設備の堰

２. 第２棟の設備の工事に係る確認事項について(７/７)

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

構造強度
・耐震性

材料確認
実施計画に記載されている主な材料につ
いて確認する。

実施計画のとおりであること。

寸法確認
実施計画に記載されている外径・厚さを確
認する。

寸法が許容範囲内であること。

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。

据付確認
機器の据付位置，据付状態について確認
する。

実施計画のとおり施工・据付されてい
ること。

耐圧・
漏えい確認

最高使用圧力の１．５倍で保持した後，同
圧力に耐えていることを確認する。
耐圧試験終了後，耐圧部からの漏えいの
有無も確認する。*1

圧力に耐え，かつ構造物の変形等が
ないこと。
また，耐圧部から著しい漏えいがない
こと。*1

機能・性能 通水確認 通水ができることを確認する。 通水ができること。

（14）主要配管

＊1：最高使用圧力の１．５倍をかけることが困難な個所については，可能な限り高い圧力で耐圧試験を行い，耐圧部からの
漏えいがないことを確認したのち，代替検査として非破壊検査(浸透探傷試験)で確認する。
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３. 第２棟の設備の溶接部に係る確認事項について

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定基準

溶接検査

材料検査

コンクリートセルNo.4排気口からセ

ル・グローブボックス用排気フィルタ
ユニットC，D入口までの外径100㎜
以上の主要排気管

使用する材料が，溶接規格等に
適合するものであり，溶接施工法
の母材の区分に適合することを
確認する。

使用する材料が，溶接規格等に
適合するものであり，溶接施工
法の母材の区分に適合するも
のであること。

開先検査

コンクリートセルNo.4排気口からセ

ル・グローブボックス用排気フィルタ
ユニットC，D入口までの外径100㎜
以上の主要排気管

開先形状等が溶接規格等に適合
するものであることを確認する。

開先形状等が溶接規格等に適
合するものであること。

溶接作業検査

コンクリートセルNo.4排気口からセ

ル・グローブボックス用排気フィルタ
ユニットC，D入口までの外径100㎜
以上の主要排気管

あらかじめ確認された溶接施工
法又は実績のある溶接施工又は
管理されたプロセスを有する溶接
施工法であることを確認する。あ
らかじめ確認された溶接士により
溶接が行われていることを確認
する。

あらかじめ確認された溶接施工
法及び溶接士により溶接施工を
していること。

非破壊試験

コンクリートセルNo.4排気口からセ

ル・グローブボックス用排気フィルタ
ユニットC，D入口までの外径100㎜
以上の主要排気管

溶接部（最終層）について非破壊
検査（浸透探傷検査）を行い，そ
の試験方法及び結果が溶接規
格等に適合するものであることを
確認する。

溶接部（最終層）について非破
壊検査（浸透探傷検査）を行い，
その試験方法及び結果が溶接
規格等に適合するものであるこ
と。

耐圧・
漏えい検査

外観検査

コンクリートセルNo.4排気口からセ

ル・グローブボックス用排気フィルタ
ユニットC，D入口までの外径100㎜
以上の主要排気管

最高使用圧力の1.25倍の圧力で

保持した後，同圧力に耐えている
こと及び耐圧部から漏えいがな
いことを確認する。*1

最高使用圧力の1.25倍の圧力

で保持した後，同圧力に耐えて
いること，耐圧部から漏えいがな
いこと及び外観上，傷・へこみ・
変形等の異常がないこと。*1

＊1：最高使用圧力の1.25倍の圧力をかけることが困難な個所については，可能な限り高い圧力で耐圧試験を行い，耐圧部からの
漏えいがないことを確認したのち，代替検査として非破壊検査(放射線透過試験)で確認する。

（1）主要排気管
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１. 第２棟における火災防護の考慮
1

【火災防護の考慮】
 コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフードは、可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する。
 火災の早期検知、初期消火を可能にする火災検知器（温度計）、消火設備を設置す

る。
 コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスの火災に対する消火剤は不活性ガ

ス（窒素ガス）とする。
 フード内の火災に対しては、フード近傍に設置した消火器により消火する。
 消火設備を起動した場合においても、コンクリートセル、鉄セル及びグローブボック

スの負圧を維持する。
 コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスの消火設備は、再着火防止を考慮し

た設備とする。
 コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスの消火設備は、設備の故障等を考慮

して複数設置する。
 放射性の固体廃棄物は、金属製の容器に収納する。
 放射性の液体廃棄物を一時的に保管する設備は、静電気等の放電のため接地を

施す。

一部改訂
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２. コンクリートセル等に使用する材料
2

コンクリートセルでは、遮へい体に普通コンクリート、ライニングにステンレス鋼、遮
へい窓枠にステンレス鋼、遮へい窓に鉛ガラス等の不燃性材料又は難燃性材料を使
用する。

鉄セルでは、遮へい体に鉄、インナーボックスにステンレス鋼、遮へい窓枠にステン
レス鋼、遮へい窓に鉛ガラス等の不燃性材料又は難燃性材料を使用する。

グローブボックスは、本体にステンレス鋼、気密パネルにポリカーボネート樹脂等の
不燃性材料又は難燃性材料を使用する。

フードは、本体にステンレス鋼、前面シャッターに強化ガラスの不燃性材料又は難
燃性材料を使用する。

コンクリートセル等に付属するダクト、フィルタ及びケーブルは、鋼材、グラスファイ
バー、難燃性塩化ビニル等の不燃性材料又は難燃性材料を使用する。

一部改訂
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３. 分析・試験設備において使用を想定している試薬（１/３）
3

使用場所
消防法による危険物の分類

（用途）
想定使用量

コンクリートセルNo.1 第4類（除染） 数100mℓオーダ

コンクリートセルNo.2 第4類（除染） 数100mℓオーダ

コンクリートセルNo.3 第4類（除染） 数100mℓオーダ

コンクリートセルNo.4
第1類（分析・試験）

第4類（除染）
数ｇオーダ

数100mℓオーダ

No.1

コンクリートセル

グローブボックス№1

フード№1

クレーン

No.2 No.3 No.4

鉄セル
(2)(1)

使用場所
消防法による危険物の分類

（用途）
想定使用量

鉄セル(1) 第4類（分析・試験、除染） 数100mℓオーダ

鉄セル(2)
第4類（除染）

第5類（分析・試験）
第6類（分析・試験）

数100mℓオーダ
数100mℓオーダ
数100mℓオーダ

グローブボックスNo.1

第2類（分析・試験）
第4類（分析・試験、除染）

第5類（分析・試験）
第6類（分析・試験）

数10gオーダ
数100mℓオーダ
数100mℓオーダ
数100mℓオーダ

フードNo.1 第4類（除染） 数100mℓオーダ

一部改訂
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３. 分析・試験設備において使用を想定している試薬（２/３）
4

使用場所
消防法による危険物の分類

（用途）
想定使用量

グローブボックスNo.2 第4類（除染） 数100mℓオーダ

グローブボックスNo.3 第4類（除染） 数100mℓオーダ

グローブボックスNo.4 第4類（除染） 数100mℓオーダ

フードNo.2 第4類（分析・試験、除染）
数100mℓオーダ
数100mℓオーダ

α・γ 測定室
(各種分析装置）

第4類（分析・試験） 数100mℓオーダ

グローブボックス№2
グローブボックス№3

グローブボックス№4
フード№2 α・γ 測定室

(各種分析装置）

一部改訂
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３. 分析・試験設備において使用を想定している試薬（３/３）
5

追加説明

ドラフトチャンバー

試薬調製室

薬品保管庫（金属製）
 使用を想定している試薬は、試薬調製室の金属製の薬品保管庫

に保管する。
 消防法により混載禁止とされている危険物は分けて保管する。
 試薬調製室にて分析・試験で使用する試薬の調製（分取、希釈、

固体状の試薬の溶解、混合等）を行う。
 試薬の調製では、加熱処理は行わない。

消防法による危険物の分類 使用を想定している試薬名 想定保管量

第１類

硝酸銀 数10gオーダ

過酸化ナトリウム 数100gオーダ

亜硝酸ナトリウム 数10gオーダ

第２類 亜鉛粉末 数10gオーダ

第４類

アクアライトRS-A 数ℓオーダ

アクアライトCN 数10mℓオーダ

メタノール 数100mℓオーダ

エタノール 数ℓオーダ

Hionic-Fluor 数ℓオーダ

Permafluor E+ 数ℓオーダ

Carbo-Sorb E 数ℓオーダ

Ultima Gold LLT 数ℓオーダ

ギ酸 数100mℓオーダ

酢酸 数100mℓオーダ

テトラエチレングリコール 数10mℓオーダ

第５類 ヒドロキシルアミン溶液 数100ｇオーダ

第６類 過酸化水素水 数100ｇオーダ

分析・試験設備において使用を想定している試薬の想定保管量は、危険物の規制に関する政令で
定める指定数量より十分低く、少量危険物の貯蔵取扱所に該当しない。
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6

追加説明

〔分析室等〕〔オペレーションエリア〕

No.1

コンクリートセル

No.2 No.3 No.4 グローブボックス№1

フード№1鉄セル
(2)(1)

インナーボックス

消防法による危険物
の分類

使用を想定している試薬名 想定使用量

第4類 エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

消防法による危険物
の分類

使用を想定している試薬名 想定使用量

第1類 過酸化ナトリウム 数gオーダ

第4類 エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

コンクリートセル№1～3 コンクリートセル№4

４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（１/８）
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（２/８）

7

追加説明

130℃
|

〇

② 融解物をビーカに移し替え、硝酸を加えて
加熱して溶液化する。

① 過酸化ナトリウムと燃料デブリ等を
金属製るつぼに入れ、750℃に加
熱して融解物とする。

【当該作業における火災防護への配慮】
• 過酸化ナトリウムは可燃物の存在下で水分との接触により発火する危険性があるため、取扱う際
は近傍に可燃物、水分を置かない。

• 電気炉、ホットプレートを使用する際は、周辺に可燃物を置かない。
• 可燃物は金属製の容器に収納し、使用時に取り出す。使用後の可燃物は、別の金属製の容器に収
納する。

• 電気炉、ホットプレートの使用中は常時監視する。

ホットプレート

硝酸

ビーカ金属製るつぼ

融解物

電気炉

燃料デブリ等

過酸化ナトリウム

炉内温度
750℃

〔コンクリートセルNo.4：アルカリ融解作業例〕
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（３/８）

8

追加説明

吸収液

① 燃料デブリ等を加熱し、分析対象核種を気化させて分
離する。

【当該作業における火災防護への配慮】
• 電気炉を使用する際は、周辺に可燃物を置かない。
• 可燃物は金属製の容器に収納し、使用時に取り出す。使用後の可燃物は、別の金属製の容器に収
納する。

• 電気炉の使用中は常時監視する。

② 気化した分析対象核種は
吸収液に回収する。

分析対象核種
燃料デブリ等

(固体状)

加湿酸素
ガス

電気炉

炉内温度
900℃

〔コンクリートセルNo.4：H3,C14,I129分析前処理作業例〕
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（４/８）

9

追加説明

〔分析室等〕〔オペレーションエリア〕

No.1

コンクリートセル

No.2 No.3 No.4

グローブボックス№1
フード№1鉄セル

(2)(1)

インナーボックス

消防法による危険
物の分類

使用を想定している
試薬名

想定使用量

第4類 エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

消防法による危険物の分類 使用を想定している試薬名 想定使用量

第2類 亜鉛粉末 数10gオーダ

第4類

Carbo-Sorb E 数10mℓオーダ

テトラエチレングリコール 数10mℓオーダ

酢酸 数100mℓオーダ

メタノール 数100mℓオーダ

ギ酸 数10mℓオーダ

エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

第5類 ヒドロキシルアミン溶液 数100mℓオーダ

第6類 過酸化水素水 数100mℓオーダ

消防法による危険物の分類 使用を想定している試薬名 想定使用量

第4類

アクアライト RS-A 数100mℓオーダ

アクアライト CN 数10mℓオーダ

エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

消防法による危険物の分類 使用を想定している試薬名 想定使用量

第4類 エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

第5類 ヒドロキシルアミン溶液 数100mℓオーダ

第6類 過酸化水素水 数100mℓオーダ

鉄セル(1)

鉄セル(2)

グローブボックス№1

フード№1
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（５/８）

10

追加説明

【当該作業における火災防護への配慮】
• ホットプレートを使用する際は、周辺に可燃物を置かない。
• ホットプレートの使用中は常時監視する。
• 溶離液に危険物を含む場合があるため、近傍に着火源、可燃物を置かない。
• 可燃物は金属製の容器に収納し、使用時に取り出す。使用後の可燃物は、別の金属製の容器に収納する。
• 防爆仕様のホットプレートを使用する。
• 混合することにより発火する可能性のある危険物は、同一の場所で使用しない。

〔鉄セル（2）、グローブボックスNo.1：核種分離（イオン交換分離）作業例〕

② 燃料デブリ等が溶解した液体を、イオン交
換樹脂の入ったカラムの上部から添加し、
分析対象核種をイオン交換樹脂に吸着さ
せて分離する。

③ 吸着した分析対象核種を溶離液で
溶出させ、回収する。

燃料デブリ等が
溶解した液体

イオン交換樹脂

カラム

分析対象核種
妨害核種

溶離液
（硝酸、塩酸等）

180℃
|

〇

① 分析対象核種をイオン交換樹脂に吸
着しやすい化学形に変換するため、試
薬を加えて加熱する※。

試薬（硝酸、塩酸等）

ホットプレート

燃料デブリ等が
溶解した液体
（硝酸等を含む）

※：分析対象核種によっては①を行わない場合もある。

ビーカ
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（６/８）

11

追加説明

【当該作業における火災防護への配慮】
• ホットプレートを使用する際は、周辺に可燃物を置かない。
• 可燃物は金属製の容器に収納し、使用時に取り出す。使用後の可燃物は、別の金属製の容器に収納する。
• ホットプレートの使用中は常時監視する。
• 防爆仕様のホットプレートを使用する。
• 混合することにより発火する可能性のある危険物は、同一の場所で使用しない。

180℃
|
〇

① 燃料デブリ等が溶解した液体に沈殿剤、共沈剤を添加
し、加熱して※1分析対象核種を沈殿、共沈させる※2。

② ろ過により分析対象核種を分離
してフィルタ上に回収する。

沈殿剤、共沈剤
（硝酸銀溶液等）

分析対象核種
妨害核種

沈殿、共沈

ろ過器

※1：分析対象核種によっては加熱しない場合もある。
※2：妨害核種を沈殿、共沈させ、分析対象核種を溶液側に残す場合もある。

ホットプレート

空気吸引ポンプ

フィルタ

ビーカ

〔鉄セル（2）、グローブボックスNo.1：核種分離（沈殿、共沈）作業例〕

燃料デブリ等が
溶解した液体（硝
酸等を含む）
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（７/８）

12

追加説明

グローブボックス№2 グローブボックス№3 グローブボックス№4

フード№2

α・γ測定室

分析装置

消防法による危険物
の分類

使用を想定している試薬名 想定使用量

第4類 エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

グローブボックス№2～4

消防法による危険物の
分類

使用を想定している試薬名 想定使用量

第4類

Ultima Gold LLT 数100mℓオーダ

Permafluor E+ 数100mℓオーダ

Hionic-Fluor 数100mℓオーダ

エタノール（除染用） 数100mℓオーダ

フード№2, 分析装置
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４. コンクリートセル等において想定している試薬の使用
（８/８）

13

追加説明

【試薬使用時の火災防護への配慮】

 使用を想定している試薬は、試薬調製室の薬品保管庫（金属製）に保管する。
 消防法により混載禁止とされている危険物は、薬品保管庫を分けて保管する。
 混合することにより発火する可能性のある危険物は、同一の場所で使用しな

い。
 電気炉、ホットプレートを使用する際は、周辺に可燃物を置かない。
 可燃物は金属製の容器に収納し、使用時に取り出す。使用後の可燃物は、

別の金属製の容器に収納する。
 鉄セル、グローブボックスでは引火性の液体を加熱するため、防爆仕様の

ホットプレートを使用する。
 電気炉、ホットプレートの使用中は常時監視する。
 引火性の試薬を取扱う際は、近傍に着火源を置かない。
 分析装置は接地する。

上記の対応を行い、火災発生の要因を極力排除することで、火災の発生を防
止する。
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〔オペレーションエリア〕 〔分析室〕

５. コンクリートセル等の消火設備概略系統図
14

〔制御室〕

遠隔操作盤※1

鉄セル
グローブボックス

No.1

コンクリートセル

〔換気空調設備室（２） 〕

制御盤

圧力調整器ユニット
選択弁ユニット

〔消火用ガスボンベ室〕

窒素ガス貯蔵容器ユニット

窒素ガス貯蔵容器ユニット

グローブボックス
No.2～No.4

起動操作箱※1

回転灯

噴射ヘッド

屋内

屋外

地上2階

地上1階

地下1階
①

①

②

③

④

④

※1：コンクリートセル等内の温度「高」警報が発報した場合、現場確認後に起動操作箱
又は遠隔操作盤にて消火設備を起動する。

①～④：消火設備の起動順序

一部改訂
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６. コンクリートセル等の消火設備起動時の給排気
15

コンクリートセル等の消火のため不活性ガス（窒素ガス）を噴射後、消火に必要となる消火
剤濃度を維持するため、給気ラインに設置している給気弁は消火剤ガス圧にて閉止する。
排気ラインは、コンクリートセル等の負圧を維持するため閉止しない。なお、給気ライン閉止
に伴うコンクリートセル等の過負圧を考慮し、過負圧防止ダンパ（圧力調整ダンパ）を設置す
る。

噴射ノズル

鉄セル

排気系

消火設備
プレフィルタ

開

排気

開

閉

給気

排気系

消火設備

給気系

閉（消火剤ガス
圧にて閉止）

排気

開

閉

消火剤噴射

排気系

消火設備

給気系

閉

排気

開

開

消火剤噴射

通常時の給排気 消火設備起動時の給排気 過負圧時の給排気

排気弁

高性能
フィルタ

給気系
圧力調整
ダンパ

給気弁

給気弁

圧力調整
ダンパ

給気弁

圧力調整
ダンパ

排気弁

排気弁
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〔換気空調設備室（１）〕

７. 隣接するセル等への火災の延焼の可能性について
16

追加説明

〔オペレーションエリア〕 〔分析室〕

コンクリートセル

No.1

No.2 No.3

No.4
グローブボックス

No.2～No.4 噴射ヘッド
グローブボックス

No.1

コンクリートセルNo.1～No.4、鉄セル及びグローブボックスNo.1～No.4間の火災の延焼は、下記の
設備設計としていることから発生しない。

① コンクリートセル等に設置する排気管は独立している。
② コンクリートセル等から各排気管が合流するまで数mの距離がある。
③ 消火設備起動時も排気は継続しており、コンクリートセル等の負圧は維持している。
④ 隣接するセル等にはSUS製の気密を考慮したセル間移送扉等を設置している。

第2棟の排気口へ

セル・グローブボックス用
排気フィルタユニットC，D

セル・グローブボックス用
排気フィルタユニットA，B

鉄セル

―：消火設備系統
―：排気系統

地上1階

地下1階
移送扉
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８. 消火に必要な窒素ガス貯蔵容器の本数
17

コンクリートセル等の消火に必要な消火剤量の算出は、コンクリートセル等の容積、設計換気量、
設計消火剤濃度、給気弁からの漏えい及び再着火防止のための消火剤濃度の維持時間を考慮し
て算出した。
消火に必要な窒素ガス貯蔵容器（ボンベ）本数は、コンクリートセル等の各エリアにおいて設計消

火剤濃度に到達するまでに必要な消火剤量から算出した窒素ガス貯蔵容器本数に、設計消火剤濃
度到達後に再着火防止のための消火剤濃度を維持するのに必要な消火剤量から算出した窒素ガ
ス貯蔵容器本数を加えたものとした。

時間（秒）

濃
度
（
％
）

火災継続

消火

再着火防止のための
消火剤濃度の維持

600秒※2

設計消火剤濃度：40.3％※1

※1：消防法施行規則第十九条第4 項第一号ロ及び(一社)日本消火装置工業会 不活性ガス消火設備 設計・工事基準書に基づき算出した。
※2：消火剤放出後の維持時間についてはNFPA2001：Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systemに準拠した。
※3：設備の故障等を考慮して複数台設置した。
※4：火災が発生しているコンクリートセル等内に不活性ガス（窒素ガス）を噴出し、セル等内を低酸素状態にすることで窒息消火させる。

① ②

① 設計消火剤濃度に到達するまでに必要な消火剤量
→窒素ガス貯蔵容器本数：10本

② 設計消火剤濃度到達後に再着火防止のための消
火剤濃度を維持するのに必要な消火剤量
→窒素ガス貯蔵容器本数：1本

【消火に必要な窒素ガス貯蔵容器本数】
① ＋ ② ＝ 11本

【第2棟に設置する窒素ガス貯蔵容器本数】
11本 × 2セット※3 ＝ 22本

一部改訂

窒素濃度※4
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１. 第2棟建屋の火災防護について（1/4）
1

第2棟は，火災により安全性が損なわれることを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知及び消火対策，火災の影響の軽減対策の3方
策を適切に組み合わせた措置を講ずる。

1.火災の発生防止

(1) 不燃性材料，難燃性材料の使用

第2棟は，主要構造部である壁，柱，床，梁，屋根及び階段は，不燃性材料を使用する。間仕切り壁，天井及び仕上げは，建築基準法及び関係
法令に基づく他，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。

建屋内の機器，配管，排気管，排気ダクト，トレイ，電線路及び盤の筐体の主要構造体並びにこれらの支持構造物は，不燃性材料とする。また，
幹線ケーブル，動力ケーブル及び制御ケーブルは難燃ケーブルを使用する他，消防設備用のケーブルは消防法に基づき耐火ケーブル及び耐熱
ケーブルを使用する。

(2) 自然現象による火災発生防止

第2棟の建屋，系統及び機器は，落雷，地震等の自然現象により火災が生じることがないように防護した設計とし，建築基準法及び関係法令に
基づき避雷設備を設置する。

第2棟の建屋は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に基づき設計を行い，破壊又は倒壊を防ぐことにより，火
災発生を防止する。

一部改訂
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１. 第2棟建屋の火災防護について（2/4）
2

2.火災の検知及び消火

（1) 火災検知器及び消火設備

第2棟の建屋に設置する火災検知器及び消火設備は，早期消火を行えるよう消防法及び関係法令に基づいた設計とする。

① 火災検知器

放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して検知器の型式（熱・煙）を選定する。なお，火災
検知時は，受信器より常時人のいる建屋内制御室及び免震重要棟に代表警報を発報する設計とする。

② 消火設備

消火設備は，屋内消火栓設備及び粉末消火器で構成する。

消防法上の消火水槽の容量は約16m3となる。これは屋内消火栓においては約2時間の放水量に相当することから適切な消火を行える設計と
している。また，福島第一原子力発電所内の消防水利に消防車を連結することにより，第2棟の消火が可能である。

(2) 自然現象に対する消火設備の性能維持

火災検知器及び消火設備は地震等の自然現象によっても，その性能が著しく阻害されることがないよう措置を講ずる。消火設備は，消防法及び
関係法令に基づく設計とし，耐震設計は「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に基づいて適切に行う。

3. 火災の影響の軽減

第2棟の建屋は，建築基準法及び関係法令に基づき防火区画を設置し，消防設備と組み合わせることにより，火災の影響を軽減する設
計とする。

なお，主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は，延焼を防止するために必要な耐火性能を有する設計とする。

一部改訂
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１. 第2棟建屋の火災防護について（4/4）
3

消火設備の取付箇所を以下に示す。
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２. 第2棟の安全避難通路について
4

第2棟の建屋には，分析・試験，定期的な放射線測定，建物及び建屋内の巡
視点検のための出入りを行うことから，建築基準法及び関係法令並びに消防法
及び関係法令に基づき安全避難通路を設定する。避難通路を以下に示す。
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３. 第2棟の非常用照明について(1/2)
5

第2棟には，分析・試験，定期的な放射線測定，建物及び建屋内の巡視点検の
ための出入りを行うことから，建築基準法及び関係法令に基づく非常用照明並
びに消防法及び関係法令に基づく誘導灯を設置する。非常用照明及び誘導灯
の取付箇所を以下に示す。

一部改訂



無断転載・複製禁止 東京電力ホールディングス株式会社 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

３. 第2棟の非常用照明について(2/2)
6

(1) 地下1階の非常用照明器具の設置について

・建築基準法施行令 第126条の4より，居室から地上に通ずる廊下，階段その他の通路に非常用照明の設置が必要
となる。

・第2棟地下1階は，居室に該当する部屋が無いことから，非常用照明の設置義務はない。

・地下1階で火災が発生した場合は，一般照明により照度を確保し消火活動を行う。また，避難する場合は，通路誘導
灯及び避難口誘導灯により地上への避難が可能な設計としている。

(2) 消防等との事前協議結果について

第2棟に設置する消火器，屋内消火栓及び誘導灯について所轄消防に確認した際には，指導項目は無かった。

また，非常照明の配置についても建築確認審査機関と事前協議を行い，指導項目は無かった。

追加説明
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４. 第2棟の緊急時対策について
7

福島第一原子力発電所の緊急時対策については，実施計画書「Ⅱ.1.13 緊急時対策」のとおりである。これに基づき，
第2棟としての具体的な対策を以下に示す。

1. 緊急時において必要な施設及び資機材

① 安全避難経路の設定

② 火災検知器，消火設備，及び防火区画の設置

③ 非常用照明，誘導灯の設置

④ 緊急時の資機材としての担架，除染用具，線量計の整備

2. 緊急時の警報系及び通信連絡設備

① 火災検知警報

② 通信連絡設備

第2棟内の人に対する指示は，放送設備，ページング，電話回線を用いて行う。第2棟から免震重要棟に対して
は電話回線，LAN回線を用いて連絡する。また，免震重要棟から第2棟に対しても，同設備を用いて連絡する。特
定原子力施設内の全ての人に対する指示が必要な場合には免震重要棟を介して行う。
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 放射性物質分析・研究施設は、1Fにおける特定原子力施設の一部として、東京電力HDが保安に関する統括管理を
行う。

 放射性物質分析・研究施設の施設所有・運営は、十分な技術力を有するJAEAを主体とすることで、本施設の有効活
用を図る。

 分析結果の第三者性の観点を踏まえ、JAEAの運営組織は東京電力HDと別組織とする。

 本施設についての保安管理を確実に実施するため、両者の関係を取決め書で規定する。

 保安管理上の重要な事象が発生又は発生の可能性がある場合は、両組織の役員による協議を行い、改善を図る。
(東京電力HDの役員は実施計画上に位置づけがあり、対応するJAEA役員と協議を行う。）

〇〇GM〇〇GM

東京電力HD
1F所長

〇〇GM〇〇課長

赤字：東京電力HD
青字：JAEA

実施計画（第Ⅲ章保安）
の記載範囲
取決め書の規定事項

〇〇課長

分析・研究施設は、東京電力HDとは別組織のJAEAが運営

【JAEA】 【東京電力HD】

保安の統括管理をするため、必要時には東京電力HD 
1F所長が分析・研究施設の長に対し保安管理の指示
を行い、その報告を受ける

大熊分析・研究センター長

保安業務実施のための、実務
上のやり取り

理事長

福島研究開発部門長

保安の監督を行う
ことを任務とする者

原子炉主任技術者

廃炉・汚染水対策最高責任者

社長

保安管理上の重要な事象が発生又は発生の
可能性のある場合、両組織役職員等による協
議を行い、改善を図る

※）組織・役職名は、
適宜見直す。

１．物質分析・研究施設の保安体制（覚書）

JAEAと東京電力HDは本施設の安全性並びに効率性を相互協力により確保するため覚書を交わし、放射性物質分析・研究
施設に係る両者の基本的な役割分担、権利義務を以下の通り定めている。

1
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放射性物質分析・研究施設についての保安管理を確実に実施するため、両者の関係を取決め書で規定
する。今後、第2棟に係る取決め書は、以下の第１棟の建設・運転保守における保安管理に関する取決め
書に準じた内容とする予定である。

東京電力ＨＤ ＪＡＥＡ

本施設についても、他の実施計画の施設と同等の保安管理・保
安活動を実施。

実施計画を遵守。

実施計画第Ⅲ章の条文から直接的な要求がない場合でも、東電
ＨＤの施設と同水準の管理を行う。

特定原子力施設の設置者として、各職務に応じた保安管理を行
う。
・ＪＡＥＡのマニュアル・手順書及びそれらに沿った活動のエビデンスを定期的
に確認。

・運転保守段階では、定期的な現場巡視や保安管理に関する各種会議に参
加する等により、当該施設の運用状況を把握。
・保全計画が適切に管理されていることを定期的に確認。
・保管管理に係るマニュアル・手順書等を制改訂する際は、ＪＡＥＡに通知。

東電ＨＤの保安管理の下、各職務に応じた保安活動を行う。

・東電ＨＤがマネージメントレビュを実施する上で必要な情報やその他双方が
必要と考える事項について報告。
・保安管理上の改善が必要な場合は、改善を実施。
・保安管理状況を日常的に報告。
・全ての不適合事象を報告。

・保安管理に係るマニュアル・手順書等を制改訂する際は、施行前に東電Ｈ
Ｄに確認を受ける。

保安管理に関する具体的な要求事項をマニュアルとして定める。 左記マニュアルの要求事項に従い、その具体的な手順を示した
マニュアル等を定める。

保安検査は東電ＨＤが受検。 東電ＨＤの統括管理の下、保安検査官への状況説明及び必要な
対応を行う。

１Ｆ所長は、保安管理上の懸念があった際には、設備運用停止
やその改善について指示できる。

左記指示に従う。

取決め書に定める両社の保安に係る具体的な役割分担

２．物質分析・研究施設の保安体制（取決め） 追加説明

2



無断転載・複製禁止 東京電力ホールディングス株式会社 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

３．放射性物質分析・研究施設の保安体制（ＱＭＳ）
3

一次
マニュアル
(Z-21)

二次
マニュアル

二次
マニュアル

三次
マニュアル

三次
マニュアル

ガイド類
ガイド類

一次マニュアル
(品証
計画書)

二次
マニュアル

二次
マニュアル

三次
マニュアル

三次
マニュアル

ガイド類
ガイド類

・文書記録
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ
・教育・訓練
・調達管理
・内部監査
・不適合管理
・水平展開

分析施設
ガイド類

分析施設
ガイド類

ガイド類

三次
マニュアル

ガイド類

三次
マニュアル

二次
マニュアル

保安管理
ガイド類

分析・研究
施設保安管理
マニュアル
（仮称）

東京電力HD
マニュアル体系

JAEA
マニュアル体系

取決め書
で規定

二次
マニュアル

保安管理の
実施に関する
マニュアル類

実施計画（第Ⅲ章
保安）で規定さて
いる管理業務
・放射性廃棄物管理
・放射線管理
等

取決め書に基づき、東京電力HDは二次マニュアルに「保安管理上の要求事項」を定め、JAEAは三次マニ
ュアルに「その要求事項に従い具体的な手順等」を定め、実務に適用する。
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